
ス トレスチエツクをどのように実施すれば良いかお悩みの事業者の方ヘ

厚生労働省版ストレスチェツク実施プログラム (無料ツール)

○ストレスチェックの受検、結果出力、結果管理までを一括で実施できるプロ

グラムです。厚生労働省ホームページから無料でダウンロードいただけます。

⇒ http:〃stresscheck.mhiw.oo.ip/

「厚生労働省版ストレステェック実施プ日グラム」
ダウンEl―ドサイト

○プログラム利用のお問い合わせは、専用のコールセンター (フ リーダイヤル)

でご案内します。

電話番号 0120-65…3167(フ リーダイヤル)

受付日時 10:00～ 17:00(± 0日、祝日、12月 29日ん 1月 3日を除く)

ストレスチェツク制度サポニトダイヤル

○サポートダイヤルでは、ストレスチェック制度に関するお問い合わせ (事業

場における実施方法、実施体制など)に専門家がお答えします。

電話番号 0570-03-1050(通 話料がかかります)

受付日時 10:00～ 17:00(± 0日、祝日、12月 29日～ 1月 3日を除く)

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

○ス トレスチェック制度をはじめとするメンタル/マレス対策全般に対応 します。

⇒ https://kokoroimhlw.oo.ip/ こころの耳隠
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労働安全衛生法の改正により、労働者数50人以上の事業場において、平

成27年 12月から、年 ■回のス トレスチエツクが義務付けられています。

平成28年 11月 30日までに、初回のス ト

レスチニックを実施する必要があります:

11月 30日まで
に実施する必要
※ 結果通知や面接指導の実

施までは含みません。

ス トレスチエツク及び面接指

導の実施状況の報告 ※義務

くス トレスチェツク制度の実施手順>

集団分析 ※努力義務

労働基準監督署に

実施結果報告書
を提出
※ 提出時期は、各事業場の

事業年度の終了後など、

事業場ごとに設定して差

し支えありません:

≪ストレスチェックの実施までのポイント≫

□ 「メンタルヘルス不調の未然防止のためにス トレスチェックを実施する」
旨の基本方針を、まず事業場内に明示しましょう。

□ 衛生委員会で、ス トレスチェックの実施万法について話 し合い散しょう。

□ 社内規濯として明文化 して、全ての労働者にその内容を矢□らせましょう。


